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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、雨水経路に配置されるますの
蓋枠と蓋体とを鎖で連結することが出来るようにするこ
とにある。
【解決手段】ます１Ａの点検筒６の上端に被嵌される蓋
枠２０の周壁の一部に膨出部２２を設け、該膨出部２２
には周壁に食い込んだ状態で鎖係止穴２３を設け、該鎖
係止穴２３に鎖２４を通して蓋枠２０と蓋体１１とを鎖
２４で連結する。該膨出部２２の突出量は小さくできる
から、該ます１Ａのバケツ１２を地上へ取り出す場合に
、該膨出部２２が干渉しない。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雨水経路に配設され下端部には泥溜め容器を収容した泥溜め部が設定されているますの
上端に接続される点検筒の上端に被嵌される蓋枠であって、
　該蓋枠上端には蓋体が被着されており、
　該蓋枠周壁の一部の肉厚を増すことによって上記泥溜め部の泥溜め容器を上方に取出す
際に干渉しない程度に膨出せしめた膨出部を形成し、
　該膨出部から周壁内部にかけて下端から内側面に開口する鎖係止穴を貫設し、
　一端が該蓋体に接続している鎖を該蓋枠周壁の膨出部の鎖係止穴に通し、
　該鎖の他端は該蓋枠に接続した
ことを特徴とするますの蓋枠。
【請求項２】
　上記蓋枠周壁の膨出部は、該蓋枠下縁から設けられている請求項１に記載のますの蓋枠
。
【請求項３】
　上記膨出部の下面および／または上面は、上記蓋枠周壁からの該膨出部の膨出方向へ向
かうに従い、下面であれば蓋枠の上端へ向かうように高くなり、上面であれば蓋枠の下端
へ向かうように低くなるように傾斜して、泥溜め容器ガイド面とされている請求項１又は
請求項２に記載のますの蓋枠。
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は雨水経路に配設されるます（枡）、即ち雨水ます、あるいは雨水浸透ます（以
下雨水（浸透）ますと略称する）の蓋枠に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の雨水（浸透）ますを図８に示す。
　図に示す雨水（浸透）ます１Ｂは、ます本体１と、上記ます本体１の上端に設けられて
いる点検筒接続部（受口部）２と、上記ます本体１の側面に設けられている流入管接続部
（受口部）３および流出管接続部（受口部）４と、上記ます本体１の下端に設けられてい
る泥溜め部接続部（受口部）５とからなり、上記ます本体１の点検筒接続部２には上端が
地表ＧＬに開口する点検筒６の下端部が接続され、上記ます本体１の流入管接続部３には
流入管７が接続され、上記ます本体１の流出管接続部４には流出管８が接続され、上記ま
す本体１の泥溜め部接続部５には容器状泥溜め部９が接続されている。
　更に上記点検筒６ｂの上端には蓋枠１０が内側嵌合され、上記蓋枠１０の上端には蓋体
１１が被着されており、上記泥溜め部９内には把手１３を付した泥溜め容器（バケット）
１２が内挿されている。
【０００３】
　雨水ますの場合には、上記泥溜め部９および上記泥溜め容器１２は無孔であり、雨水浸
透ますの場合には、上記泥溜め部（浸透部）９および上記泥溜め容器１２には多数の孔が
設けられている。
【０００４】
　上記構成の雨水（浸透）ます１Ｂにあっては、上記泥溜め容器１２内に蓄積した土砂等
を取り除く場合には、蓋体１１を取り外して泥溜め容器１２をます本体１の上端から点検
筒６を通過させ地上へ取り出す。
　通常のますにあっては、点検筒上端に被着される蓋枠と、上記蓋枠の上端に被着される
蓋体とを鎖で連結して蓋体の跳ね上がりや紛失を防止している（例えば特許文献１参照）
。上記鎖は、一端が蓋体下面から差出されているブラケットに固定され、他端が蓋枠の内
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面から差出されているブラケットに固定されている。
【０００５】
【特許文献１】実開平３－６２１３３号公報
【特許文献２】特開平１１－２１９８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記したように雨水（浸透）ますにあっては、通常のますと同様に蓋枠の周壁内面に鎖
固定用ブラケットを突設すると、泥溜め容器（バケット）を上方へ取り出す場合には、該
鎖固定用ブラケットが泥溜め容器（バケット）に干渉し、泥溜め容器（バケット）を取り
出すことが出来ない。
　例えば、特許文献２に開示された雨水枡は、点検筒に直接蓋枠を被着せず、点検筒より
も充分大径な蓋枠を点検筒の上端に被せ、上記蓋枠下端は地盤上に設置した台座上に支持
させる構成とし、蓋枠と蓋体とを鎖で連結している。
　このような構成では、蓋枠が点検筒よりも大径であるから蓋枠内面から鎖を固定するた
めのブラケットを差し出しても、泥溜め容器（バケット）は上記ブラケットに干渉される
ことなく取り出すことが出来る。
【０００７】
　しかし、この特許文献２のような構成は、蓋枠下端を支持する台座を地盤上に設置でき
るだけの設置スペース、設置深さ等が確保できるからこそ実現可能となっているのであり
、点検筒の上端に蓋枠を被嵌する構成とした小径且つ小型の雨水ますに適用することは極
めて困難である。また特許文献２の構成にあっては、地盤上に蓋枠を支持するための台座
が必要であるし、点検筒と台座との間に雨水が浸入するので、それを防ぐためには、蓋枠
と点検筒との間に弾性集水漏斗等を設定することが必要になる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記従来の課題を解決するための手段として、雨水経路に配設され下端部には
泥溜め容器１２を収容した泥溜め部９が設定されているます１Ａの上端に接続される点検
筒６の上端に被嵌される蓋枠２０であって、該蓋枠２０上端には蓋体１１が被着されてお
り、該蓋枠２０周壁の一部の肉厚を増すことによって上記泥溜め部９の泥溜め容器１２を
上方に取出す際に干渉しない程度に膨出せしめた膨出部を形成し、該膨出部２２から周壁
内部にかけて下端から内側面に開口する鎖係止穴２３を貫設し、一端が該蓋体１１に接続
している鎖２４を該蓋枠２０周壁の膨出部２２の鎖係止穴２３に通し、該鎖２４の他端は
該蓋枠２０に接続したます１Ａの蓋枠２０を提供するものである。
　上記蓋枠２０周壁の膨出部２２は、該蓋枠２０下縁から設けられていることが望ましい
。また上記膨出部２２の下面２２ａおよび／または上面２２ｂは、上記蓋枠２０周壁から
の該膨出部２２の膨出方向へ向かうに従い、下面２２ａであれば蓋枠２０の上端へ向かう
ように高くなり、上面２２ｂであれば蓋枠２０の下端へ向かうように低くなるように傾斜
して、泥溜め容器ガイド面とされていることが望ましい。
　本発明にいう鎖２４は、端部にフック２６等の係止部品を組み付けることにより、鎖２
４の一部として該フック２６を鎖係止穴２３に通して蓋枠２０および／または蓋体１１に
接続するものであってもよく、またフック２６等の係止部品を組み付けることなく、鎖２
４の端部を鎖係止穴２３に通して蓋枠２０および／または蓋体１１に接続するものであっ
てもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　〔作用〕
　該蓋枠２０と該蓋体１１とを連結する鎖の鎖係止穴２３は、該膨出部２２から周壁に食
い込ませた状態で設けられているので、その分膨出部２２の突出量を減らすことが出来、
該膨出部２２がます１Ａの泥溜め部（浸透部）９の泥溜め容器（バケット）１２を地上へ
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取り出す際に干渉しない程度の突出量としても、充分鎖２４を通すことが出来る口径の鎖
係止穴２３を貫設することが出来る。
【００１０】
　〔効果〕
　したがって本発明にあっては、蓋体と蓋枠とを鎖で接続して該蓋体が跳ね上がったり紛
失しないようにしても、該ますの泥溜め部（浸透部）の泥溜め容器（バケット）を支障な
く地上に取り出すことが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明を図１～図４に示す一実施例によって以下に説明する。
　図１に示すます１Ａは雨水ますであって、ます本体１と、上記ます本体１の上端に設け
られている点検筒接続部（受口部）２と、上記ます本体１の側面に設けられている流入管
接続部（受口部）３および流出管接続部（受口部）４と、上記ます本体１の下端に設けら
れている泥溜め部接続部（受口部）５とからなる。上記ます本体１の点検筒接続部２には
上端が地表ＧＬに開口する点検筒６の下端が内側嵌合され、上記ます本体１の流入管接続
部３には流入管７の接続端が内側嵌合され、上記ます本体１の流出管接続部４には流出管
８の接続端が内側嵌合され、上記ます本体１の泥溜め部接続部５には容器状の泥溜め部９
の上端接続部が内側嵌合されている。
　更に上記点検筒６の上端には蓋枠２０が内側嵌合され、上記蓋枠２０の上端には蓋体１
１が被着されており、また上記泥溜め部９内には把手１３を付した泥溜め容器１２が内挿
されている。
【００１２】
　上記蓋枠２０においては、図４に詳記するように下縁凹段部２１に膨出部２２が形成さ
れており、上記膨出部２２の下面から側部上部にかけて該蓋体２０周壁に食い込ませた状
態で鎖係止穴２３が設けられている。
　図３及び図４に示すように、膨出部２２の下面２２ａは、上記蓋枠２０周壁からの該膨
出部２２の膨出方向へ向かうに従い、蓋枠２０の上端へ向かって高くなるように傾斜させ
ることによって、泥溜め容器ガイド面とされている。また膨出部２２の上面２２ｂは、上
記蓋枠２０周壁からの該膨出部２２の膨出方向へ向かうに従い、蓋枠２０の下端へ向かっ
て低くなるように傾斜させることによって、泥溜め容器ガイド面とされている。
　鎖２４は両端にフック２５，２６が設けられており、上記鎖２４の一端（上端）のフッ
ク２５は蓋体１１のブラケット２７に係止され、他端（下端）のフック２６は上記膨出部
２２の鎖係止穴２３に通され、鎖係止穴２３の周壁に係止される。この意味で、フック２
６は、鎖係止穴２３に通されて蓋枠２０に接続される、本発明に云う鎖の一部を構成して
いる。本実施例では、鎖２４の一端と他端にフック２５，２６を取り付けているが、フッ
ク２５，２６を用いず、鎖２４の一端あるいは他端を加工してブラケット２７あるいは鎖
係止穴２３に通したうえで、該一端をブラケット２７に係止、あるいは該他端を鎖係止穴
２３の周壁に係止しても構わない。
【００１３】
　そして図２、３に示すように蓋枠２０の内径をｄ１、周壁肉厚をｔ１、鎖係止穴２３部
分の周壁厚をｔ２、膨出部２２の膨出量をｔ３とした場合、泥溜め容器１２の最大径をｄ

２とすると、ｄ１－ｔ３≧ｄ２に設定する。
　即ち鎖係止穴２３の径ｄ３を鎖２４が貫通するために充分な大きさに設定しても、該鎖
係止穴２３の位置をｔ１－ｔ２だけ周壁に食い込ませているから、該鎖係止穴２３を設け
るための膨出部２２の突出量はそれだけ小さくすることが出来、泥溜め容器１２の最大径
を従前のものと同一に設定しても、該泥溜め容器１２は該蓋枠２０の膨出部２２に干渉さ
れることなく、地上に取出すことが出来る。
　また膨出部２２の下面２２ａは、上記蓋枠２０周壁からの該膨出部２２の膨出方向へ向
かうに従い、蓋枠２０の上端へ向かって高くなるように傾斜された泥溜め容器ガイド面と
されており、泥溜め容器１２を泥溜め部９内から取り出すときの、該泥溜め容器１２の膨
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出部２２への干渉を好適に抑えることが出来る。さらに膨出部２２の上面２２ｂは、上記
蓋枠２０周壁からの該膨出部２２の膨出方向へ向かうに従い、蓋枠２０の下端へ向かって
低くなるように傾斜された泥溜め容器ガイド面とされており、泥溜め容器１２を泥溜め部
９内に挿入して収容するときの、該泥溜め容器１２の膨出部２２への干渉を好適に抑える
ことが出来る。
【００１４】
　もし図５に示すように、鎖係止穴２３Ａの位置を周壁内部に寄せない場合には、周壁か
ら鎖係止穴２３Ａよりも大きな突出量を有する膨出部である鎖取付けブラケット２２Ａを
設けなければならない。
【００１５】
　上記雨水ます１Ａにあっては、流入管７からます本体１内に流入した雨水は、上記ます
本体１内に貯溜され、更に流出管８から流出する、この際、雨水に混合している土砂等は
泥溜め部９のバケツ１２内に沈積する。バケツ１２内の土砂等の沈積量がある程度増大し
たら、蓋体１１を開いて地上からバケツ１２を引き上げて取り出し、バケツ１２内に沈積
している土砂等を除去した後、再びバケツ１２をます１Ａの泥溜め部９内に収納する。
【００１６】
　上記実施例以外、図６に示すように膨出部２２Ｂを蓋体２０の下縁から所定距離上方に
離れた位置に設定してもよい。この場合には、膨出部２２Ｂに設けた鎖係止穴２３Ｂに連
絡する鎖溝３０を上記蓋体２０の下端から設け、鎖２４の下端のフック２６は該膨出部２
２Ｂの鎖係止穴２３Ｂの下端または該鎖溝３０の下端に係止する。さらに上記実施例と同
様に、膨出部２２Ｂの下面２２ａを、上記蓋枠２０周壁からの該膨出部２２Ｂの膨出方向
へ向かうに従い、蓋枠２０の上端へ向かって高くなるように傾斜させ、上面２２ｂを、上
記蓋枠２０周壁からの該膨出部２２Ｂの膨出方向へ向かうに従い、蓋枠２０の下端へ向か
って低くなるように傾斜させることによって、泥溜め容器ガイド面としてもよい。
【００１７】
　上記実施例では雨水ますを取り上げたが、本発明は雨水浸透ますに適用してもよい。こ
の場合には泥溜め部の周壁にはスリット９１Ａまたは孔を多数設けて浸透部９Ａとし、バ
ケツの周壁にスリット１２１Ａまたは孔を多数設けてバスケット１２Ａとする。
　このような雨水浸透ますにあっては、ます本体に貯溜した雨水はバスケット１２Ａを介
して浸透部９Ａから地盤中に浸透し、雨水中の土砂等はバスケット１２Ａ中に沈積する。
【産業上の利用可能性】
【００１８】
　本発明では雨水経路に配設されるますの蓋枠と蓋体との間を鎖で連結して、該蓋体が跳
ね上がったり、紛失したりすることを防止しても、該ますの底部に設置されているバケツ
（バスケット）は該鎖の蓋枠における係止部には干渉せず容易に地上へ取り出すことがで
きるから、産業上利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
図１～図４は本発明の一実施例を説明する図である。
【図１】ます使用状態の側断面図
【図２】蓋枠とバケツとの寸法関係を示す説明図
【図３】蓋枠の一側端部拡大断面図
【図４】膨出部の斜視図
【図５】蓋枠周壁から鎖取付けブラケットを設けた場合の説明部分断面図
【図６】他の実施例の膨出部付近の説明斜視図
【図７】雨水浸透ますにおける浸透部およびバスケットの斜視図
【図８】従来のますの側断面図
【符号の説明】
【００２０】
　１　　　　　　　　　　ます本体



(6) JP 2010-70936 A 2010.4.2

１０、２０　　　　　　　蓋枠
１１　　　　　　　　　　蓋体
２２、２２Ａ、２２Ｂ　　膨出部
２３、２３Ａ、２３Ｂ　　鎖係止穴
３０　　　　　　　　　　鎖溝
 

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】
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